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様式第１号	 

	 兵庫県福祉サービス第三者評価の結果	 

	 

①第三者評価機関名	 

名称	 	 NPO法人ニッポン・アクティブライフ・クラブナルク兵庫福祉調査センター	 

所在地	 尼崎市南武庫之荘２丁目２７−２９	 

調査者是石	 一	 （HF06-1-001）	 宮本	 登美子（S25059）	 

	 	 	 	 	 	 川田	 治彦（S25058）	 	 	 	 	 佐藤	 うめ子（HF17-1-	 007）	 

	 

②施設・事業所情報	 

名称：あそかの木保育園	 種別：保育園	 

代表者氏名：理事長桑原昭信園長：橋本典子	 定員（利用人数）：１１５（１３５）	 名	 

所在地：伊丹市中野西１丁目１６５	 

TEL０７２−７７７−３８９０	 ホームページ：ttp://	 asoka-tree.ed.jp	 

【施設・事業所の概要】	 

開設年月日：1979年１０月３日	 

経営法人・設置主体（法人名）：社会福祉法人あいく会	 

職員数	 常勤職員：	 	 	 	 	 	 １８	 名	 非常勤職員：	 	 	 	 ７	 名	 

専門職員	 

（専門職の名称）保育士１３	 名	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 その他５名	 	 

	 	 

施設・設備の	 

概要	 

鉄筋コンクリート造り2階建て	 	 

敷地面積１８２６．２５平方M2	 	 

児童１人当１３．５３平方M2	 	 	 

園庭３７６M２	 

児童１人当２．７９M2	 

	 

③理念・基本方針	 

	 	 	 

尊厳を喪う事無く、案養に生きる願いをはぐくむことで慈しみの心と美しい言葉で接し、楽し

い時間と美味しい食事を創り、安心な環境を整え、保護者と共に子供の心の成長に寄り添う事	 

方針	 ・０歳児から５歳児まで一貫した保育の中で子供達が持っている個性を引き出し、一人	 

ひとりが自分らしく生きていく力をつけていく。・体験と経験の中で五感を育てしなやかな心と

体をつくる。・高齢者地域の方異年齢の友達との関わりを通して、思いやりの心を社会性を育む

。	 

・礼節を重んじ、日本と日本文化を大切にする心を育む。	 

	 

④施設・事業所の特徴的な取組	 
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理念・方針を達成するため、特にたてわり保育・裸足保育・食育で、たてわり保育では異年齢

の子供達で構成し遊んだり、生活する機会を増し、年齢の垣根を越えた交流により、社会性協

調性思いやりの気持を創造し又裸足保育は足裏は第２の脳との考えのもと脳の活性化と心身

の発育と集中力と判断力を高め、バランスの取れた強い体への保育へとみちびている。食育に

関しても園庭にお米を作り食の重要性を育み、今年は１升の収穫を目指している。	 

	 

⑤第三者評価の受信状況	 

評価実施期間	 

令和	 元	 	 年	 ６	 月	 １	 日（契約日）～	 

	 	 	 令和	 	 元	 	 年	 	 ７月	 	 ３１日（評価結果確定

日）	 

受審回数	 

（前回の受審時期）	 ０回（平成	 	 年度）	 
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⑥総評	 

◇特に評価の高い点	 

	 

職員間にて毎年課題を確認しあい理事会に上げている。今年は経営面や保育士の問題、少子化

に伴う入園児減少の問題等があり限られた財源より差別化を図り、入園増と保育士の確保に全

体にて努力をしている。園の場所が市の中心より少し離れたマイナス面等があるが今年の年間

保育計画を「いのち」と定め保育を進める中で全て命があるものと学びへとつなげていこうと

している。	 

◇改善を求められる点	 

新理事長体制になり新しい方針等が未だ整っていない。其れに伴うホームページの作成更新等

アピールする点が不足している。今後差別化という問題もあり早急に体制作りに取りかかり一

つづつ問題解決への体制を整え、新しい「あそかの木保育園」の像を明確化し、職員不足の理

由による、地域交流や園の広報不足等の解決に当たってほしい。	 

	 

	 

⑦第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント	 

	 

	 

⑧各評価項目に係る第三者評価結果	 

	 	 	 	 別紙の「第三者評価結果」に記載している事項について公表する。	 	 	 
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（別紙）	 

第三者評価結果	 	 

※すべての評価細目について、判断基準（a・b・cの3段階）に基づいた評価結果を表示する。	 

※評価細目毎に第三者評価機関の判定理由等のコメントを記述する。	 

	 
評価対象Ⅰ	 福祉サービスの基本方針と組織	 
	 	 

Ⅰ－１	 理念・基本方針	 

	 第三者評価結果	 

Ⅰ-１-(1)	 	 	 理念、基本方針が確立・周知されている。	 

1	 Ⅰ-１-(1)-①	 	 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。	 ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

	 

	 

	 

Ⅰ－２	 経営状況の把握	 

	 第三者評価結果	 

Ⅰ-２-(1)	 	 経営環境の変化等に適切に対応している。	 

2	 Ⅰ-２-(1)-①	 事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析さ

れている。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

	 

	 

3	 Ⅰ-２-(1)-②	 経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めている。	 ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

	 

	 

	 

	 Ⅰ－３	 事業計画の策定	 

	 第三者評価結果	 

Ⅰ-３-(1)	 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。	 

4	 Ⅰ-３-(1)-①	 中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている。	 ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

	 

	 

5	 Ⅰ-３-(1)-②	 中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。	 ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

	 

	 

	 Ⅰ-３-(2)	 事業計画が適切に策定されている。	 

6	 Ⅰ-３-(2)-①	 事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的

に行われ、職員が理解している。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 
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7	 Ⅰ-３-(2)-②	 事業計画は、保護者等に周知され、理解を促している。	 ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

	 

	 

	 

Ⅰ－４	 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組	 

	 第三者評価結果	 

Ⅰ-４-(1)	 	 	 質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。	 

8	 Ⅰ-４-(1)-①	 保育の質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能して

いる。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

	 

	 

9	 Ⅰ-４-(1)-②	 評価結果にもとづき保育所として取組むべき課題を明確

にし、計画的な改善策を実施している。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

	 

	 

	 

	 

評価対象Ⅱ	 組織の運営管理	 
	 

Ⅱ－１	 管理者の責任とリーダーシップ	 

	 第三者評価結果	 

Ⅱ-１-(1)	 	 管理者の責任が明確にされている。	 

10	 Ⅱ-１-(1)-①	 施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を

図っている。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

	 

	 

11	 Ⅱ-１-(1)-②	 遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行って

いる。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

	 

	 

Ⅱ-１-(2)	 管理者のリーダーシップが発揮されている。	 

12	 Ⅱ-１-(2)-①	 保育の質の向上に意欲をもち、その取組に指導力を発揮し

ている。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

	 

	 

13	 Ⅱ-１-(2)-②	 経営の改善や業務の実行性を高める取組に指導力を発揮

している。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 
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Ⅱ－２	 福祉人材の確保・育成	 

	 第三者評価結果	 

Ⅱ-２-(1)	 	 福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。	 

14	 Ⅱ-２-(1)-①	 必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確

立し、取組が実施されている。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

	 

	 

15	 Ⅱ-２-(1)-②	 総合的な人事管理が行われている。	 ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

	 

	 

Ⅱ-２-(2)	 職員の就業状況に配慮がなされている。	 

16	 Ⅱ-２-(2)-①	 職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに

取組んでいる。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

	 

	 

Ⅱ-２-(3)	 	 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。	 

17	 Ⅱ-２-(3)-①	 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。	 ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

	 

	 

18	 Ⅱ-２-(3)-②	 職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教	 	 

育・研修が実施されている。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

	 

	 

19	 Ⅱ-２-(3)-③	 職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている。	 ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

	 

	 

Ⅱ-２-(4)	 	 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。	 

20	 Ⅱ-２-(4)-①	 	 実習生等の保育に関わる専門職の教育・育成について体制

を整備し、積極的な取組をしている。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 
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Ⅱ－３	 運営の透明性の確保	 

	 第三者評価結果	 

Ⅱ-３-(1)	 	 運営の透明性を確保するための取組が行われている。	 

21	 Ⅱ-３-(1)-①	 運営の透明性を確保するための情報公開が行われている。	 ａ・b・ｃ	 

<コメント>第三者評価は受診していない。保護者からの苦情に対して相手が納得する様な説明が

なされていない	 

	 

	 

22	 Ⅱ-３-(1)-②	 公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行

われている。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント開園してからまだ日が浅いため外部監査の活用迄至っていない。	 

	 

	 

Ⅱ－４	 地域との交流、地域貢献	 

	 第三者評価結果	 

Ⅱ-４-(1)	 地域との関係が適切に確保されている。	 

23	 Ⅱ-４-(1)-①	 子どもと地域との交流を広げるための取組を行っている。	 ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

地域の社会資源を正確に把握し、子供の社会体験の場を広げる事が望ましい。	 

	 

24	 Ⅱ-４-(1)-②	 	 ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体

制を確立している。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

ボランティアの受け入れや学校の地域との連携は行っているが、それらに対する基本姿勢やマニ

ュアルが明文化されていない。	 

	 

Ⅱ-４-(2)	 関係機関との連携が確保されている。	 	 

25	 Ⅱ-４-(2)-①	 保育所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等との

連携が適切に行われている。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

必要な社会資源を明示し、各関係機関と連携し、定期的に連絡会を開いている。	 

	 

Ⅱ-４-(3)	 	 地域の福祉向上のための取組を行っている。	 	 

26	 Ⅱ-４-(3)-①	 保育所が有する機能を地域に還元している。	 ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

庭園開放だけでなく、何が地域に貢献出来るかを考え実行する事が望まれる。	 

	 

27	 Ⅱ-４-(3)-②	 地域の福祉ニーズにもとづく公益的な事業・活動が行われ

ている。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

地域の福祉ニーズを把握する事が十分に行われていない。	 
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評価対象Ⅲ	 適切な福祉サービスの実施	 

	 
Ⅲ－１	 利用者本位の福祉サービス	 

	 第三者評価結果	 

Ⅲ-１-(1)	 利用者を尊重する姿勢が明示されている。	 

28	 Ⅲ-１-(1)-①	 子どもを尊重した保育について共通の理解をもつための取組

を行っている。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

子供の尊重について職員全員が共通の認識を持つ様に研修を行っているが現状把握と対策が不

十分である	 

	 

29	 Ⅲ-１-(1)-②	 	 子どものプライバシー保護等の権利擁護に配慮した保育が

行われている。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

子供のプライバシーを大切にした保育を行うと共に設備面での配慮もなされている。	 

	 

Ⅲ-１-(2)	 福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。	 

30	 Ⅲ-１-(2)-①	 利用希望者に対して保育所選択に必要な情報を積極	 的に

提供している。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

分かりやすいパンフレットを作成し、希望者には丁寧に説明し対応している。	 

	 

31	 Ⅲ-１-(2)-②	 保育の開始・変更にあたり保護者等にわかりやすく説明し

ている。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

保育に関する重要事項を記した文章を作成し、わかりやすく説明している。	 

	 

32	 Ⅲ-１-(2)-③	 保育所等の変更にあたり保育の継続性に配慮した対応を行

っている。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

開園後期間が浅いため、相談窓口迄は至っていない。	 

	 

Ⅲ-１-(3)	 	 利用者満足の向上に努めている。	 

33	 Ⅲ-１-(3)-①	 利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を行

っている。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

保育士一人ひとりは子供の実態を把握しているが保育園全体で満足度調査は行われていない。	 

	 

Ⅲ-１-(4)	 利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。	 

34	 Ⅲ-１-(4)-①	 苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。	 ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

苦情解決の仕組みが整っており、経過と結果が記録されている。保護者が相談したり意見を述べ

たい時に体制が整っている。	 

	 

	 	 



<保育所版>	 

9	 

	 

35	 Ⅲ-１-(4)-②	 保護者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、保護者等

に周知している。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>送迎時等立ち話を聞く事はあるが、相談内容による相談方法や相談相手を選択する体

制が整っていない。	 

	 

36	 Ⅲ-１-(4)-③	 保護者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応

している。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>送迎時の対話や連絡ノートで意見や要望は把握しているが、組織的な対応がなされて

いない。	 

	 

	 

Ⅲ-１-(5)	 安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。	 

37	 Ⅲ-１-(5)-①	 安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマネ

ジメント体制が構築されている。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

	 

	 

38	 Ⅲ-１-(5)-②	 感染症の予防や発生時における子どもの安全確保のための	 	 

体制を整備し、取組を行っている。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

	 

	 

39	 Ⅲ-１-(5)-③	 災害時における子どもの安全確保のための取組を組織的に	 	 

行っている。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

	 

	 

40	 Ⅲ-１-(５)-④	 食中毒の発生時に対応できるマニュアルがあり、さらに

その対応方法については、全職員にも周知している。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

	 

	 

41	 Ⅲ-１-(５)-⑤	 不審者の侵入時などに対応できるマニュアルがあり、全

職員に周知している。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 
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Ⅲ－２	 福祉サービスの質の確保	 

	 第三者評価結果	 

Ⅲ-２-(1)	 提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。	 

42	 Ⅲ-２-(1)-①	 保育について標準的な実施方法が文書化され保育が提供

されている。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

	 

	 

43	 Ⅲ-２-(1)-②	 	 標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立してい

る。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

	 

	 

Ⅲ-２-(2)	 適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。	 

44	 Ⅲ-２-(2)-①	 アセスメントにもとづく指導計画を適切に策定している。	 ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

	 

	 

45	 Ⅲ-２-(2)-②	 定期的に指導計画の評価・見直しを行っている。	 ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

	 

	 

Ⅲ-２-(3)	 	 福祉サービス実施の記録が適切に行われている。	 

46	 Ⅲ-２-(3)-①	 子どもに関する保育の実施状況の記録が適切に行われ、職

員間で共有化されている。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 

	 

	 

47	 Ⅲ-２-(3)-②子どもに関する記録の管理体制が確立している。	 ａ・ｂ・ｃ	 

<コメント>	 
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評価対象Ａ	 実施する福祉サービスの内容	 
	 

Ａ－１	 保育内容	 

	 第三者評価結果	 

Ａ-１-(1)	 	 保育課程の編成	 	 

Ａ①	 Ａ-１-(1)-①	 保育所の理念、保育の方針や目標に基づき、子どもの心身の

発達や家庭及び地域の実態に応じて保育課程を編成している。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

Ａ-１-(2)	 	 環境を通して行う保育、養護と教育の一体的展開	 	 

Ａ②	 Ａ-１-(2)-①	 生活にふさわしい場として、子どもが心地よく過ごすことの

できる環境を整備している。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

Ａ③	 Ａ-１-(2)-②	 一人ひとりの子どもを受容し、子どもの状態に応じた保育を

行っている。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

Ａ④	 Ａ-１-(2)-③	 子どもが基本的な生活習慣を身につけることができる環境

の整備、援助を行っている。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

Ａ⑤	 Ａ-１-(2)-④	 子どもが主体的に活動できる環境を整備し、子どもの生活と

遊びを豊かにする保育を展開している。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

Ａ⑥	 Ａ-１-(2)-⑤	 乳児保育（０歳児）において、養護と教育が一体的に展開さ

れるよう適切な環境を整備し、保育の内容や方法に配慮している。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

Ａ⑦	 Ａ-１-(2)-⑥	 ３歳未満児（１・２歳児）の保育において、養護と教育が一

体的に展開されるよう適切な環境を整備し、保育の内容や方法に配慮してい

る。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

Ａ⑧	 Ａ-１-(2)-⑦	 ３歳以上児の保育において、養護と教育が一体的に展開がさ

れるよう適切な環境を整備し、保育の内容や方法に配慮している。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

Ａ⑨	 Ａ-１-(2)-⑧	 障害のある子どもが安心して生活できる環境を整備し、保育

の内容や方法に配慮している。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

Ａ⑩	 Ａ-１-(2)-⑨	 長時間にわたる保育のための環境を整備し、保育の内容や方

法に配慮している。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

Ａ⑪	 Ａ-１-(2)-⑩	 小学校との連携、就学を見通した計画に基づく、保育の内容

や方法、保護者との関わりに配慮している。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

Ａ-１-(3)	 健康管理	 	 

Ａ⑫	 Ａ-１-(3)-①	 子どもの健康管理を適切に行っている。	 ａ・ｂ・ｃ	 

Ａ⑬	 Ａ-１-(3)-②	 健康診断・歯科健診の結果を保育に反映している。	 ａ・ｂ・ｃ	 

Ａ⑭	 Ａ-１-(3)-③	 アレルギ－疾患、慢性疾患等のある子どもについて、医師か

らの指示を受け、適切な対応を行っている。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

Ａ-１-(4)	 食事	 	 

Ａ⑮	 Ａ-１-(4)-①	 食事を楽しむことができるよう工夫をしている。	 ａ・ｂ・ｃ	 

Ａ⑯	 Ａ-１-(4)-②	 子どもがおいしく安心して食べることのできる食事を提供

している。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

	 

特記事項	 
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Ａ－２	 子育て支援	 

	 第三者評価結果	 

Ａ-２-(1)	 	 家庭との緊密な連携	 	 

Ａ⑰	 Ａ-２-(1)-①	 子どもの生活を充実させるために、家庭との連携を行ってい

る。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

Ａ-２-(2)	 	 保護者等の支援	 	 

Ａ⑱	 Ａ-２-(2)-①	 保護者が安心して子育てができるよう支援を行っている。	 ａ・ｂ・ｃ	 

Ａ⑲	 Ａ-２-(2)-②	 家庭での虐待等権利侵害の疑いのある子どもの早期発見・早

期対応及び虐待の予防に努めている。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

	 

特記事項	 
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Ａ－３	 保育の質の向上	 

	 第三者評価結果	 

Ａ-３-(1)	 保育実践の振り返り（保育士等の自己評価）	 	 

Ａ⑳	 Ａ-３-(1)-①	 保育士等が主体的に保育実践の振り返り（自己評価）を行い、

保育実践の改善や専門性の向上に努めている。	 

ａ・ｂ・ｃ	 

	 

特記事項	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


